
令和６年第１回香南斎場組合議会定例会会議録 

 

１、招集年月日      令和６年３月２８日 

２、招集の場所      香南斎場会議室 

３、開      会      午前８時５８分 

４、出席議員        １番  別府 誠     ２番  北岡 栄二 

                   ３番 平山 耕三   ４番  福田 佐和子 

      ５番  岡崎 純男   ６番  村上 真祥 

                    ７番 有光 収三   ８番 小松 紀夫 

           ９番 溝渕 孝    10 番  宮崎 晃行 

５、欠席議員        なし 

６、地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名 

                    組合長  濱田 豪太  副組合長 依光 晃一郎 

会計管理者 原 敬子  

７、職務のため議場に出席した者の職氏名 

                    所長 浜田 知佐   副所長  宮﨑  辰己 

８、 会議事件は次のとおりである。 

              会議録署名議員の指名 

          会期の決定 

          組合長諸般の報告 

（議案第１号）財産の無償譲渡につき議決を求めることについて 

（議案第２号）令和５年度香南斎場組合一般会計補正予算（第２号）について 

（議案第３号）令和６年度香南斎場組合一般会計予算について 

 

９、議事経過 

宮崎議長    本日、令和 6 年第 1 回香南斎場組合議会、定例会が招集されま

した。 

欠席議員はおりません。 

定足数に達しておりますので、只今より令和 6 年第 1 回香南斎

場組合議会、定例会を開会いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、事前に配布いたしております日程表のとお

りです。日程に従いまして会議を進めます。 

 

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

今期、定例会の会議録署名議員は会議規則第３１条の規定によ

り７番 有光議員、８番 小松議員を指名いたします。よろしくお願



いします。 

 

日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

本定例会の会期は本日１日限りといたしたいと思いますがご異

議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

異議なしと認めます。従いまして会期は本日１日限りと決定い

たしました。 

 

続きまして日程第３、「組合長諸般の報告」を行います。 

濱田 組合長。 

 

濱田組合長    本日、令和 6 年第 1 回香南斎場組合議会定例会を招集しました

ところ、議員の皆様方には年度末を控え、何かとご多用のところご

出席を賜り、本会議が開会の運びとなりましたことを心よりお礼

申し上げます。 

はじめに、非常用電源設備等設置工事の進捗について報告いた

します。 

南海トラフ巨大地震による津波対策の一環として進めておりま

す非常用電源設備および火葬炉予備燃料タンクの設置工事につき

ましては、現在、設計業務まで完了しております。引き続き、令和

6 年度中の工事完了を目標に工程を進めてまいります。工事費なら

びに工事監理費は令和 6 年度当初予算に計上させていただいてお

ります。 

次に、施設屋上防水シートの改修についてです。 

竣工から 32 年が経過した香南斎場は、現在、慢性的な雨漏りが

発生しております。専門業者による調査の結果、施設屋上部の防水

シートが経年劣化しており、シートの全面的な貼り替え改修が必

要との報告を受けました。本件につきまして、設計業務から改修工

事までを令和 6 年度中に完了する予定で対応いたします。こちら

も関連経費は令和 6 年度当初予算に計上させていただいておりま

す。 

次に、待合ロビーの更新についてです。 

昨年 12月議会にて補正予算計上させていただきました待合ロビ

ーにおけるロールスクリーン設置工事ならびに更衣・授乳スペー

スの設置業務がこの 3 月に完了いたしました。これらはいずれも

利用者の声を受けての施設改良でありますが、早期の実現に至れ



ましたのは、ひとえに議員の皆様のご理解ご協力あってのことで

ございます。この場をお借りして感謝申し上げます。 

         本日提出いたしました議案は、 

          ・財産の無償譲渡につき議決を求めることについて 

         ・令和 5 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2 号）につい

て。 

・令和 6 年度香南斎場組合一般会計予算について。 

以上の 3 件でございます。ご審議の程、よろしくお願い申し上げ

まして、簡単ではございますが、諸般の報告とさせていただきます。 

 

宮崎議長    組合長諸般の報告が終わりました。 

 

日程第４、議案第 1 号「財産の無償譲渡につき議決を求めること

について」を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。宮﨑副所長。 

 

宮﨑副所長    それでは説明いたします。 

         議案第 1 号「財産の無償譲渡につき議決を求めることについて」。 

次の財産を無償譲渡するにつき、地方自治法第 96 条第 1 項第 6

号の規定に基づき、組合議会の議決を求める。令和 6 年 3 月 28 日

提出、香南斎場組合長濱田豪太。 

1、無償譲渡する財産は平成 4 年購入の座卓 6 台。購入時買価 1

台 37,400 円のものです。 

2 無償譲渡する相手先。香南市赤岡町 1498-6 喫茶やすらぎ代表

者 松下須寿美。 

この座卓 6 台ですが、5 年度和室待合室改修工事に伴い座卓から

テーブル・椅子に設えが変わり、使用する機会が著しく少なくなっ

たことから、廃棄処分等の対応を模索しているなかで喫茶やすら

ぎより有効利用したい旨の打診があり、今回、議決を求めるもので

す。現物はこちらになります（会議室内の座卓の現物を提示しなが

ら）。 

以上です。 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 

これから採決を行います。 

議案第 1 号「財産の無償譲渡につき議決を求めることについて」

は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

                    （各議員、挙手） 

挙手、全員であります。 

よって、議案第 1 号は原案のとおり認定することに決定いたし

ました。 

 

日程第５、議案第 2 号「令和５年度香南斎場組合一般会計補正予

算（第２号）について」を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。宮﨑副所長。 

 

宮﨑副所長    議案第 2 号 令和 5 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2

号）について。 

 令和 5 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2 号）を別冊の

とおり提出する。令和 6 年 3 月 28 日提出。香南斎場組合長、濱田

豪太。 

補正予算書をお手元にお願いします。表紙を捲ってください。 

令和 5 年度香南斎場組合一般会計補正予算（第 2 号）は次に定

めるところによる。 

「歳入歳出予算の補正」。 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 152 千円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 153,156 千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算」に

よる。 

内容の説明は歳入歳出予算事項別明細書で行いますので、5 ペー

ジをお開き下さい。 

2.歳入 1 款分担金 1 項負担金 1 目組合市町村負担金 1 節

負担金 4,184 千円の減額は和室待合室改修工事及び非常用電源設

備等設置工事設計委託業務の 2 件を精算処理後の実費での請求に

変更したことによる減額です。4 市村の内訳は右のとおりです。 



次に 6 ページをお願いします。 

2 款使用料及び手数料 1 項手数料 1 目手数料 1 節火葬手数

料は令和 6 年 2 月末日現在の実績により 4,534 千円の増額です。2

項使用料 1 目使用料 4節和室使用料も令和６年 2 月末日現在の

実績により 788 千円の増額。5 節喫茶使用料は、当初予算編成時に

は経営状況悪化を理由により月額 8 万円のところを 4 万円に減額

し年額 48 万円で予算計上しておりましたが、実際は経営状況の改

善が認められるまでは月額 0 円に減額する覚書によりまして 4 月

分から 3 月分までの 12 ヶ月間を 0 円での運用としましたので、48

万円全額を減額します。 

7 ページの 5 款諸収入 1 項雑入 1 目雑入 1 節雑入の残骨灰

混合物売却収入は令和 6 年 3 月 9 日現在の残骨灰の実績重量 9.69

ｔに契約単価 627 千円を掛けた 6,075 千円より当初予算計上の

2,400 千円を差し引いた差額分 3,675 千円の増額です。 

8 ページをお願いします。 

6 款繰入金 1 項繰入金 1 目基金繰入金 2 節施設等整備基金

繰入金は、和室改修工事費の減額など工事請負費の減額により財

源に余裕があるので全額を減額します。 

続いて 9 ページの 3 歳出を説明します。 

2 款総務費 1 項総務管理費 1 目一般管理費 12 節委託料は

全棟定期清掃料や空調保守料等の入札減により 889 千円の減額、

14 節工事請負費は和室待合室改修工事費等の入札減による 4,594

千円の減額、17 節備品購入費は和室待合室用の椅子テーブル及び

複合機の入札減による 300 千円の減額。18 節負担金、補助及び交

付金は、香南市への派遣職員負担金が人勧による増額により 159

千円の増額です。 

24 節積立金は、施設等整備基金への積立金として残骨灰売却収

入の増加分 3,675 千円及び火葬手数料・和室使用料の増額分の内

の 4,319 千円の合計金額 7,994 千円を積み立てます。 

最後に 2 目火葬場費の 10 節需用費の電気料 2,522 千円の減額

は、政府による軽減措置である燃料費調整額分の減額です。 

以上で説明を終わります 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 



 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 

これから採決を行います。 

議案第 2 号「令和５年度香南斎場組合一般会計補正予算（第２

号）について」は原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願い

ます。 

           （各議員、挙手） 

ありがとうございます。挙手、全員です。 

よって、議案第 2 号は原案のとおり承認されました。 

 

日程第６、議案第 3 号「令和６年度香南斎場組合一般会計予算に

ついて」を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。浜田所長。 

 

浜田所長    令和６年度香南斎場組合一般会計予算の説明をさせていただき

ます。 

議案第 3 号 令和 6 年度 香南斎場組合一般会計予算について。 

令和 6 年度 香南斎場組合 一般会計予算を別冊のとおり提出

する。令和 6 年３月２８日提出、香南斎場組合 組合長 濱田豪太。 

令和 6 年度香南斎場組合一般会計予算書をお開きください。 

「令和 6 年度 香南斎場組合一般会計予算」。 

令和 6 年度香南斎場組合一般会計予算は、次に定めるところに

よる。 

「歳入歳出予算」。 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 億 2 千 5

百 76 万 6 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は

「第１表 歳入歳出予算」による。 

 以下省略いたします。 

「歳出予算の流用」。 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳

出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に



過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用。 

令和 6 年 3 月 28 日提出。香南斎場組合 組合長 濱田豪太。 

 それでは、第１表、歳入歳出予算の説明を行います。説明は、歳

入歳出予算事項別明細書で行います。 

５ページをお開き下さい。「歳入」でございます。 

１款１項１目の「組合市町村負担金」は、前年度より 1 億７千８

百 10 万５千円増額の 2 億７千６百１０万５千円を計上していま

す。増額の主な要因は、歳出で説明いたしますが、人件費（約 400

万円）の増額、建屋屋上防水工事（7,760 万円）、非常用電源設備等

設置工事関連（1 億 2250 万円）の工事費等によるものです。 

６ページをお願いします。 

２款１項１目の手数料は、前年度当初予算比較で、１６７万４千

円増額の３千９百１４万円を計上しています。１節の「火葬手数料」

は、前年度比較で７０件増の１６８０件、９０万円増額の３，７１

０万円の計上、２節の「和室清掃料」は、和室待合室改修工事が令

和５年９月に終了いたしましたので、令和６年度は１２ヶ月間利

用可能となり、２５８件、７７４千円増額の２百４万円としており

ます。同様に２款２項１目の使用料は、前年度の実績見込み及び和

室待合室改修工事終了により、前年度当初予算比較で１５７万８

千円増額の４百８５万８千円を計上しています。増額分には、コロ

ナ禍において減額しておりました喫茶店のテナント料を元に戻し

た４８万円が含まれております。 

続きまして７ページです。 

３款１項１目の「利子および配当金」は前年度比較で６万８千円

減額の４万２千円を計上しています。 

金利は 0.06％で変わりはないものの、施設等整備基金の元金が、

火葬炉更新工事の支払いにより４,０３１万円となったことが主な

要因です。 

２目１節「財産貸付収入」は、前年度と同額で「電柱敷地料」1

万８千円を計上しています。 

 ９ページをお開きください。 

５款１項１目１節「雑入」の残骨灰混合物売却収入は業者見積平

均額の２６０万円を計上しています。前年度より２０万円の増額

です。 

        １０ページの６款１項１目２節「施設等整備基金繰入金」につき

ましては、現状予定はございません。 



 １１ページをお願いします。 

        ８款２項１目の県補助金ですが、地震津波対策としまして、非常

用電源設備設置に合わせました火葬炉用予備燃料タンク設置が、

高知県広域火葬設備整備事業費補助金の対象となりますので、交

付要綱による補助率により、300 万円を計上しております。 

        続きまして「歳出」の説明をさせていただきます。 

１２ページをお開きください。 

        １款の「議会費」は、前年度と同じ２２万３千円を計上していま

す。 

        １３ページです。 

２款１項１目「一般管理費」は前年度当初予算比較で５千８百７

万４千円増額の１億５千２百６６万７千円を計上しています。 

パートタイム会計年度任用職員１名の増員及び会計年度職員へ

の勤勉手当支給開始、ほか定期昇給等に伴いまして、１節「報酬」 

２節「給料」 ３節「職員手当」 ４節「共済費」等合わせて人件

費が６０４万５千円の増額です。また、新たなものとしましては、

１５ページの１２節「委託料」のホームページ開設に係る作成委託

料８６６千円を計上しております。同じく１２節委託料ですが、設

計管理業務委託料は、前年の和室待合室改修工事（バリアフリー工

事）分４９５千円の皆減がありまして、６年度は建屋屋上防水工事

の７２４万９千円を計上しております。 

１６ページでございます。 

１４節「工事請負費」和室待合室改修工事２，５７０万７千円の

皆減がありますが、建屋屋上防水工事７千３５万６千円を計上し

ております。 

２款１項２目「火葬場費」は前年度当初予算比較で１億２千１９

４万６千円増額の１億７千１９４万１千円を計上しております。 

１２節「委託料」です。前年度より、８１５万８千円減の２千５

百７５万円を計上しています。 ５年度当初の非常用電源設備等

設置工事における設計費１，１７７万円は皆減となっていますが、

同工事に係る管理委託料を１４６万３千円計上しております。火

葬炉運転管理料は、委託業務の増加等があり前年より１，２８１千

円の増額となっています。 

次の１７ページですが、１４節「工事請負費」は、１億３千３５

万円を計上しております。内訳は、令和 4 年度までの火葬炉更新工

事による火葬炉の保証期間が本年度末で終了しますので、火葬炉

設備補修工事が再開することによる９３５万円、非常用電源設備



等設置工事としまして１億２千百万円となっています。 

１７節「備品購入費」は、６年度に入替予定の火葬炉用大型消火

器１台分の７２千円を計上しております。 

なお、この予算書の１９ページから２５ページまで給与費明細

書、２６ページには地方債に関する調書、２７ページから２９ペー

ジに令和６年度香南斎場組合構成市村別負担金一覧表を掲載して

おります。負担金におきましては、経常経費、非常用電源等設置工

事、屋上防水工事とそれぞれ別葉にしております。ご確認をお願い

します。 

以上で、令和６年度香南斎場組合一般会計予算の説明を終わり

ます。 

 

宮崎議長    執行部の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            村上議員。 

 

村上議員    歳出について、細かいことですがいくつか質問をさせていただ

きます。建屋屋上防水工事とありますが、建物ができて何年になる

のですか。 

 

浜田所長    議長。 

村上議員の質問にお答えします。 

この施設が竣工して 32 年になります。その間、屋上のシートの

貼り換えもしておりません。 

 

村上議員    非常用電源と火葬炉の燃料は同じものですか。 

 

宮﨑副所長    議長。 

非常用電源は軽油、火葬炉の燃料は灯油です。 

 

村上議員    火葬炉予備燃料タンクが地下埋蔵となっていますが、非常用電

源設備も同じですか。 

 

宮﨑副所長    議長。 

非常用電源設備はやぐらを組んで上に逃がします。火葬炉は地

下に埋設します。 

 



村上議員    火葬炉設備補修工事は、毎年あるものですか。 

 

浜田所長    議長。 

村上議員の質問にお答えします。 

火葬炉の入替をしまして、その保証期間が本年度末で切れます

ので、再開するもので毎年あります。4 年度から炉の入替工事をし

まして、それ以前にもあったもので再開です。 

 

平山議員    歳入についてお聞きします。 

6 款の繰入金ですが、施設等整備基金の繰り入れがないというこ

とですが、この施設等整備基金はいくらあるのですか。何に使うの

ですか。6 年度は使う予定はないんですか。 

 

浜田所長    議長。 

平山議員の質問にお答えします。 

施設等整備基金は４０，３８８，２５５円です。基金としまして

は、財政調整基金も４千４百万余りございますが、施設整備はその

金額です。 

６年度は、大きな工事が２つありますが、組合市村にはご理解を

いただき、負担金という形で予算が組めております。ので、現状繰

り入れる予定はないということですが、今後、緊急的に施設建屋、

火葬炉の修繕等が必要になった場合には繰り入れるということで

ご理解をいただきたいです。 

 

宮崎議長    ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 

これから採決を行います。 

議案第 3 号「令和６年度香南斎場組合一般会計予算について」は

原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

           （各議員、挙手） 

ありがとうございます。挙手 、全員であります。 



よって、議案第 3 号は原案のとおり可決されました。 

 

 

以上で本定例会の会議に付された事件は、全て終了いたしまし

た。 

これで令和 6 年第 1 回香南斎場組合議会、定例会を閉会いたし

ます。 

 

                           （閉会 午前９時２８分）  


